
２０

サークル活動へ積極的に参加できる人

※同講座に初めて参加される人に限り

ます。

定員　２０人

受講料　無料（教材費など実費）

申し込み　３月７日～１７日に、か

がりの郷へ（電話申し込み不可）　

※定員を超えた場合は２２日、午前１０

時に公開抽選し、結果は全員に郵送し

ます。

福祉施設のお仕事・事業所    
見学会

とき　３月２０日、午後１時５０分～（現

地集合）

ところ　特別養護老人ホーム「ファ

ヴォーレ」（大阪狭山市大野西５６６の２）

定員　６人（申し込み先着順）

※詳しくは、お問い合わせください。

申し込み　３月６日～、ハローワー

ク河内長野〔(５３)３０８１〕へ

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

手話奉仕員養成講座（入門）

とき　４月７日～９月１５日までの毎週

土曜日（５月５日、８月１１日は除く）、午

後２時～４時（全２２回）

ところ　かがりの郷

内容   厚生労働省のカリキュラムに

沿った講座

対象者　市内在住・在勤の高校生以上

の人で、講座終了後、市役所で市の手

話通訳者に登録、または市内の手話

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）
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給水装置の修繕費用は           
個人負担です

　公道などに埋められた配水管は市の

所有物ですが、この配水管から分かれ

た給水装置（水道メーターは除く）は

皆さんの財産です。

　閉栓中であっても給水装置の修繕な

どの費用は個人負担となりますので、

注意して管理してください。

●水道管緊急修繕業務を委託していま

す

　緊急の水漏れや蛇口などの水道管の

トラブルがあった場合、本市では市管

工事業協同組合（向陽台一丁目３の１１）

と委託契約しており、水道管のトラブ

ルに２４時間体制で対応しています（出

張料は発生しません）。

　修繕の申し込みは、市管工事業協同

組合〔０１２０(０３２)４９７〕へ（月～金曜

日の午前９時～午後５時３０分）。その

他の時間帯および土・日曜日、祝日、

年末年始は市役所宿直室〔(２５)１０００〕

へご連絡ください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

 

防衛省自衛官募集

●一般幹部候補生

　将来の自衛隊を担う、幹部自衛官を

養成するコースです。

応募資格　日本国籍を有する２０歳以上

２８歳未満の人など　

※試験区分など詳しくは、お問い合わ

せください。

受付期間　３月１日～５月１日

１次試験日　５月１２日（飛行要員は

１２日、１３日の２日間）

●一般曹候補生

　各部隊の中核となる陸・海・空自衛

官を養成するコースです。

応募資格　日本国籍を有する１８歳以上

２７歳未満の人

受付期間　３月１日～５月１日

１次試験日　５月２６日

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔(２４)３７９９〕

募　集

 

３月は国民健康保険料滞納処
分強化月間です

　保険料に未納があると、督促手数料

や延滞金が加算されるだけでなく、差

し押さえなど滞納処分の対象となるこ

ともあります。

　お手元に納め忘れの納付書がないか

ご確認ください。また、納め忘れなど

による納付の相談はお早めにお願いし

ます。

問い合わせ　保険年金課（内線１５２、

１５６）

 

水道の使用開始・中止は必ず
届け出を

○転入や転居などで新たに水道を使用

される場合は、事前に届け出が必要で

す。また、新築

などの工事をさ

れる場合も臨時

栓としての届け

出が必要です。

なお、届け出が

ない場合、罰則

が適用されるこ

とがあります。

○転出などで水道を使用されない場合

は、料金の精算が必要ですので、必ず

閉栓の届け出をしてください。

○インターネットでも使用開始や中止

の手続きができます。市ウェブサイト

内の水道事業のページにある申し込み

画面に、必要事項を入力し送信してく

ださい。水道お客様センターで申し込

み内容を確認後、手続きをします。

○使用水量の確認のために、２カ月に

一度お伺いして水道メーターの検針を

しています。メーターボックスの上に

車や物を置く、付近で犬を放し飼いに

するなど、検針の支障とならないよう

ご協力をお願いします。

問い合わせ　水道お客様センター

〔(２０)６４００〕

国民健康保険

上下水道

 

認知症介護家族の交流会

とき　３月２８日、午後１時３０分～３時

ところ　市役所　

内容　認知症ケア上級専門士の話、交

流会　

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族　※認知症の人が市内在

住の場合、市外在住の家族も参加可。

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　３月２７日までに、高齢介

護課（内線１８９）へ（申し込み多数の場

合抽選）

※認知症の人もぜひ一緒に参加してく

ださい。

府手話通訳者養成講座

　手話を必要とする聴覚障がい者のコ

ミュニケーション手段を確保するた

め、手話通訳活動をする「手話通訳者」

を養成する同講座を開催します。

とき　５月１８日～平成３１年２月２２日

、午前９時３０分～１１時３０分　

※詳しい日程は、お問い合わせくださ

い。

ところ　八尾市立障害者総合福祉セン

ター「きずな」（八尾市南本町八丁目４

の５）

対象者　府内在住・在勤で、手話で聴

覚障がい者と日常会話ができる人　

※府の手話通訳者としてすでに登録さ

れている人および手話通訳士としてす

でに活動されている人は受講できませ

ん。

定員　１０人

受講料　無料（教材費実費）

申し込み　障がい福祉課（内線１９３）に

備え付けの申込書に必要事項を記入

し、３月３０日（消印有効）までに

５４０-８５７０　府民お問合わせセンター

「手話通訳者養成講座」係〔０６

(６９１０)８００１〕へ郵送（府ホームページ

〔http://www.pref.osaka.lg.jp/〕からも

申し込みできます）

※同講座を受講するためには、４月２０

日に実施する判定試験に合格する必

要があります。

講座・催し
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原付・軽自動車などの廃車、
名義変更の手続きを忘れてい
ませんか

　軽自動車税は、４月１日現在の所有

者に課税されます。廃車や譲渡などを

しているにもかかわらず手続きが済ん

でいない人は、３月末日までに次の窓

口で手続きをしてください。手続きを

されない場合いつまでも軽自動車税が

課税されます。解体したり、盗難に

あったりしてナンバープレートや証明

書などがない場合も各窓口へご相談く

ださい。なお、業者に手続きを依頼さ

れた場合は３月末日までに手続きが済

んでいるかどうか確認してください。

◇原動機付自転車（～125CC）・小型

特殊自動車

ところ　課税課（内線１１０）、または金

剛連絡所〔(２９)１４０１〕

持ち物　ナンバープレート、印鑑、申

告済証（販売証明書）

◇125CCを超える２輪車

ところ　大阪運輸支局和泉自動車検査

登録事務所（和泉市上代町官有地）

〔０５０(５５４０)２０６０〕　※持ち物など詳

しくは、お問い合わせください。　

◇軽自動車（３輪・４輪）

ところ　軽自動車検査協会大阪主管事

務所和泉支所（和泉市伏屋町一丁目１３

の３）〔０５０(３８１６)１８４２〕　※持ち物な

ど詳しくは、お問い合わせください。

 

学生納付特例は毎年申請が　
必要です

　国民年金保険料を納めることが困難

な２０歳以上の学生は本人の前年所得が

１１８万円以下の場合、申請し承認される

と保険料の納付が猶予されます。平成

２９年度に申請し承認を受けた人も改め

て申請が必要です。ただし、３０年度分

は４月から受け付け開始となります。

●学生納付特例の承認を受けた期間は

①承認期間中の障がいや死亡といった

不慮の事態には、受給資格があれば障

がい基礎年金や遺族基礎年金が支給さ

れます。

国民年金

②年金の受給資格期間には算入されま

すが、老齢基礎年金の年金額には反映

されません。

③承認を受けた期間の保険料は、１０年

以内であれば後払い（追納）できます。

※２年を過ぎて後払いする場合は、当

時の保険料に経過した期間に応じて、

一定の額が加算されます。

対象者　大学（大学院）、短期大学、高

等学校、高等専門学校、専修学校、各

種学校（修業年限１年以上である課

程）、一部の海外大学の日本分校などに

在学する学生（夜間、通信制課程も可）

手続き　年金手帳、印鑑、学生証など

学生であることを証明できるものを持

参し保険年金課（内線１５３、１５４）へ

※２９年度の学生納付特例の承認を受け

た人で、日本年金機構が在学予定年月

を把握できた人には、３月下旬に学生

納付特例申請はがきが送付されます。

引き続き同じ学校に在学中の場合は、

必要事項を記入の上返送し、承認され

ると４月～３１年３月についても納付が

猶予されます。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

 

保険料の納め忘れはありませ
んか

　国民健康保険料、介護保険料、後期

高齢者医療保険料は事業の運営に欠か

すことのできない大切な財源です。必

ず期限内に納付してください。

　期限内に納付されない場合は、財産

の差し押さえなどの対応を取ることが

あります。

　国民健康保険料を滞納している世帯

は、有効期限の短い保険証の交付対象

になり、滞納の状況によっては、通常

の被保険者証の代わりに、医療機関の

窓口でいったん医療費全額を支払う

「資格証」の交付対象となります。

　介護保険料を滞納していると、保険

給付が制限されることがあります。

　後期高齢者医療保険料を滞納してい

ると、有効期限の短い保険証の交付対

象になります。

介護保険

※今月は平成２９年度分国民健康保険

料、介護保険料、後期高齢者医療保険

料の最終納付月です。

問い合わせ　国民健康保険料について

は保険年金課（内線１５２、１５６)、介護保

険料については高齢介護課（内線１７５、

１７６）、後期高齢者医療保険料について

は福祉医療課（内線１５８、１５９)

保険料の納付は便利な           
口座振替で

　普通徴収対象者の国民健康保険料、

介護保険料、後期高齢者医療保険料は、

市から送付する納付書によって保険料

取扱金融機関、コンビニエンスストア

（後期高齢者医療保険料を除く）また

は市役所で納めていただくことになっ

ています。

　保険料のお支払いは、納期限ごとに

自動的に指定の預（貯）金口座から引

き落としされる口座振替が便利で確実

です。

　普通徴収の対象者で口座振替を希望

される人は、納入通知書と通帳の印鑑、

預（貯）金通帳を持参し、保険料取扱

金融機関、または国民健康保険料につ

いては保険年金課、介護保険料につい

ては高齢介護課、後期高齢者医療保険

料については福祉医療課で手続きをし

てください。

　また、引き落としを希望する口座の

キャッシュカード（暗証番号の入力が

必要）を市役所または金剛連絡所に持

参いただくだけで、簡単に金融機関へ

の口座振替の手続きができるペイジー

口座振替受付サービスの取り扱いもし

ています。

　対応している金融機関は次のとおり

です。

●ペイジー口座振替受付サービス対応

金融機関

りそな銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三

井住友銀行、近畿大阪銀行、池田泉州

銀行、関西アーバン銀行、成協信用組

合、ゆうちょ銀行（郵便局）

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課(内線１５２、

１５６)、高齢介護課（内線１７５、１７６）、福祉

医療課（内線１５８、１５９）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２２
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献血にご協力を

　４００㍉㍑献血に、ぜひご協力くださ

い。

とき　①３月１４日、午後２時～４時

３０分、②３月１８日、午前１０時～午後

４時

ところ　①金剛病院、②エコール・ロ

ゼ

対象者　１８～６９歳で体重が５０㌔以上の

人（６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献

血経験がある人に限ります）　※ただ

し、男性は１７歳から可能。その他の条

件などは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

 

市・府民税の申告は      　　 

３月15日までに！

　市・府民税の申告をしなければなら

ない人は、今年１月１日現在本市に居

住し、昨年中に所得のあった人です（給

与所得だけで特別徴収されている人

や、所得税の確定申告をした人は必要

ありません）。

ところ　市役所地下９０２・９０３会議室

受付時間　午前９時～午後５時３０分　

※申告されていない場合、次のような

ことに影響が出ますので、申告にご協

力ください。

○市・府民税証明書の交付ができない

ことがあります。

○公的年金にかかる所得のみの人など

で、年金保険者への扶養親族等申告書

の提出がなかった場合、または所得税

の確定申告書を提出しなかった場合、

控除される情報が得られないため、扶

養・配偶者控除などの適用が可能で

も、控除が適用されないことがありま

す。

○後期高齢者医療保険制度などの保険

料の軽減措置の適用を受けられないこ

とがあります。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

福　祉

税

納付は便利な口座振替で

　市税で口座振替ができるのは、固定

資産税・都市計

画税、市・府民

税（普通徴収の

み）、軽自動車税

です。口座振替

は期別ごとの納

付だけでなく、

全期前納も利用できます。

　また、各税金の納期限に自動的に引

き落としされるため、金融機関などに

行く必要はなく、納め忘れもありませ

んので、ぜひご利用ください（全期前

納の場合は、第１期の納期限）。

申し込み　

●ペイジー口座振替サービスでの申し

込み　

　引き落としを希望する口座のキャッ

シュカード（暗証番号の入力が必要）

を納税課または金剛連絡所に持参いた

だくだけで、簡単に金融機関への口座

振替の手続きができます。

※一部取り扱いできないカードがあり

ます。対応している金融機関など詳し

くは、お問い合わせください。

●取扱金融機関の窓口での申し込み　

　納税通知書と通帳の印鑑、預（貯）

金通帳を持参の上、口座振替依頼書（市

内の金融機関に備え付け）に必要事項

を記入し、市税取扱金融機関へ。　

※市外の金融機関などで申し込む場合

は、お問い合わせください。

申込期限（平成30年度）

問い合わせ　納税課（内線１２２）

固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」
と「課税台帳の閲覧」を実施

縦覧帳簿の縦覧　

　縦覧帳簿の納税者本人の土地・家屋

の評価額と市内の他の土地・家屋の評

価額を比較できます。

記載内容

◇土地価格等縦覧帳簿＝所在、地番、

地目、地積、価格、市街化区域・市街

化調整区域の別

◇家屋価格等縦覧帳簿＝所在、家屋番

号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧できる人

◇土地価格等縦覧帳簿＝市内に土地を

所有している納税者

◇家屋価格等縦覧帳簿＝市内に家屋を

所有している納税者

※いずれも納税管理人、納税者の同居

親族、委任状を持っている代理人でも

可。

期間　４月２日～５月３１日（土・

日曜日、祝日を除く、午前９時～午後

５時３０分）

課税台帳の閲覧　

　所有者は固定資産課税台帳を閲覧で

きます。また、借地人・借家人なども

賃借権などの目的となる土地・家屋に

ついて記載された部分を閲覧できま

す。

閲覧できる人

◇納税義務者

◇納税管理人、納税者の同居親族、委

任状を持っている代理人　

◇借地人、借家人など（ただし、権利

関係と有償であることを示す書類が必

要です）

期間　４月２日～平成３１年３月２９日

（土・日曜日、祝日、年末年始を除

く、午前９時～午後５時３０分）

縦覧・閲覧に必要な書類など　

・本人確認ができる書類（納税通知書

や運転免許証など）

・納税管理人や納税者の同居親族は閲

覧できますが、代理人が来られる場合

は委任状が必要

・法人名義の物件については、委任状

または申請書に代表印の押印が必要

縦覧・閲覧場所　

課税課（内線１１３～１１６）
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